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 １．これまでの公立病院改革の取組状況について 
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公立病院改革の目的・必要性 

○ 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制を確保  
○ その中で、公立病院が安定的に不採算医療や高度・先進医療などの重要な役割を担っていくことができるようにする 

公立病院改革プランの策定 

○ 地方公共団体は、平成20年度内に公立病院改革プランを策定 
   （経営効率化は３年、再編・ネットワーク化、経営形態見直しは５年程度を標準） 
○ 当該病院の果たすべき役割及び一般会計負担の考え方を明記 
○ 改革の視点 

➣病院の統合や基幹病院と日常的な 
 医療を行う病院とに再編する等の 
 取組み 

 
➣経営指標の数値目標を自治体 
 が独自に設定し、経費削減や収 
 入確保へ努力 
 
 
 
 

経営の効率化 経営形態の見直し 

３つの視点に立って、公立病院改革を推進 

➣民間的経営手法等を導入 

再編・ネットワーク化 

※ 黒字病院の割合 
  H20:29.7% ⇗  H25:46.4% 

※ H21～H25見直し実施  227病院 
   うち地方独立行政法人化   53病院 
      指定管理者制度の導入  16病院 等 

※ 統合・再編に取り組んでいる公立病院 
   65ケース、162病院 

公立病院改革プランの点検・評価・公表の状況 

○ ほぼ全ての公立病院において公立病院改革プランを策定 
○ 都道府県関係では37団体、市町村等関係では339団体、合計376団体（92.4％）が点検・評価を実施済み又は実施を予定 
     ※公立病院改革プランの対象期間が平成25年度以降にわたるものについてのみ計上 

公立病院改革ガイドライン（平成19年12月通知）の概要 

3 



（出典：平成27年度全国自治体病院協議会資料より作成） 

病院数 病床数 

全 体 8,482 1,566,965 

公 立 944 
(11.1%) 

227,319 
(14.5%) 

国 立 329 
(3.9%) 

130,188 
(8.3%) 

公 的 284 
(3.3%) 

93,989 
(6.0%) 

そ の 他 6,925 
(81.7%) 

1,115,469 
(71.1%) 

○全国の病院に占める 
 公立病院の割合 

296病院 

676病院 28病院 

271病院 292病院 

356病院 

○自治体病院の役割 

※表の公立病院は、地方公営企業の病院、公立大学附属病院、地方独立行政法人病院を含む 

※表の公的病院は、日本赤十字社、済生会、厚生連等が設置・運営する病院 

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約１１％、病床数で約１５％。 

 へき地における医療や、救急・災害・周産期などの不採算・特殊部門に係る医療の多くを公立

病院が担っている。 

厚生労働省 医療施設動態調査（平成27年6月末） 

全国の病院に占める公立病院の役割 
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年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

病院数 999 983  975  961  943  931  917  908  897 892 881 

 増減率 △0.1  △1.6  △0.8  △1.4  △1.9  △1.3  △1.5  △1.0  △1.2 △0.6 △1.2 

病床数 
238,65

5 
235,51

0  
233,87

4  
230,82

3  
228,28

0  
224,61

5  
221,86

6  
219,47

4  
217,39

2 
216,37

4 
213,55

6 
 増減率 0.1  △1.3  △0.7  △1.3  △1.1  △1.6  △1.2  △1.1  △0.9 △0.5 △1.3 

※出典：地方公営企業決算状況調査 
    地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査 
※病院数は、建設中のものを除いている。 

公立病院数と病床数の推移（地方独立行政法人を含む） 

病床数 病院数 

999  983  975  961  
943  931  917  908  897  892  881  

238,655  
235,510  

233,874  
230,823  

228,280  
224,615  

221,866  
219,474  

217,392  216,374  
213,556  

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

5 



所在市区町村 

の人口 

病 院 数 
※ 精神・結核等除い

た一般病院のみ 

合計 ７７２ 

23区及び指定都市 

30万人以上 

10万人～30万人 

５万人～10万人 

３万人～５万人 

３万人未満 

４６ 

５３ 

１４０ 

１６８ 

１０９ 

２５６ 

○ 公立病院の約７割は１０万人未満 
 市町村に、約３割は３万人未満市町村 
 に所在 

全公立病院の 
６９．０％ 

全公立病院の 
３３．２％ 

※１ 表の病院数は、平成26年度における地方公営企業の一般病院 
※２ 地方公営企業法適用病院で建設中の病院を除く 

都道府県名 割合（％） 
公立病院の病床数 

／全病床数 
 

山形県 ４７．２ ５，５３６／１１，７２２ 

岩手県 ３９．９ ５，５３９／１３，８６５ 

青森県 ３７．９ ５，５５７／１４，６６３ 

岐阜県 ３１．３ ５，３９２／１７，２５１ 

山梨県 ３０．６ ２，７６１／９，０１４ 

島根県 ２９．４ ２，７２７／９，２６２ 

和歌山県 ２９．４ ３，５３８／１２，０４１ 

滋賀県 ２９．４ ３，７５３／ １２，７８４ 

静岡県 ２９．１ ９，４２７／ ３２，３７０ 

富山県 ２８．９ ４，１９０／１４，５０２ 

【公立病院の病床数の割合が高い都道府県】 

（出典：平成26年度医療施設動態調査（厚労省）） 

（参考） 東京都  ８．２％ 
      大阪府 １１．１％ 

【所在市区町村人口区分別の公立病院数】 

○ へき地等を多く抱える都道府県ほど、 

 全病床数に占める公立病院の病床数 
 の割合が高い傾向にある 

公立病院の立地 
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 地方公営企業法第17条の2において、 
 
① その性質上当該地方公営企業の経営に伴う 
  収入をもつて充てることが適当でない経費 
 
② 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を 
  行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつ 
  て充てることが客観的に困難であると認められ 
  る経費  
 
については、地方公共団体の一般会計において 
負担することとされている。 

地方公営企業法 病院事業において一般会計で負担している経費 

① 民間医療機関の立地が困難な地域における医療の提供 
・ 離島・山間地等のへき地医療の確保 

② 不採算・特殊部門に関わる医療の提供 
・ 救急医療の確保 
・ 小児医療、周産期医療 
・ 精神医療、結核医療、感染症医療  等 

③ 地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の 
 提供 

・ 県立がんセンター、県立循環器病センター  等 

④ 広域的な医師派遣の拠点機能の確保 
・ 医師及び看護師等の研究研修 
・ 医師派遣等の医師確保対策 

⑤ その他 
・ 看護師養成所、院内保育所の運営 
・ 集団検診等の保健衛生行政事務  等 

病院事業に対する一般会計の負担（繰出） 
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（単位：億円） （単位：億円） 

他会計繰入金等の状況 

7,700  
8,140  8,150  8,141  7,971  8,067  8,260  

0

5,000

10,000

20 21 22 23 24 25 26

他会計繰入金（地方独立行政法人を含む） 

39,889  39,099  38,229  37,456  36,972  36,913  36,919  

0

10,000

20,000

30,000

40,000
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企業債現在高 

（年度） （年度） 
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（注１） （  ）内は事業数である。 
（注２） 総事業数及び総病院数には、建設中のものを含んでいない。 
 

公立病院損益収支の状況（地方独立行政法人を含む） 
   　　　　　　　　　 （単位：億円、％）

40,890 41,980 43,561 44,214 44,822 45,247 47,627
5,848 6,041 6,068 6,115 6,026 5,986 6,267

40,585 41,633 43,321 43,874 44,552 44,882 46,483
35,425 36,384 38,169 38,772 39,565 40,004 40,622
42,691 42,968 43,400 44,177 44,590 45,592 52,497
42,413 42,653 43,082 43,626 44,216 44,979 46,821
40,056 40,337 40,801 41,421 42,009 42,829 44,250

A △1,801 △989 161 37 232 △336 △4,870 
(199) 277 (274) 450 (381) 851 (388) 860 (380) 884 (332) 685 (188) 535
(471) 2,079 (394) 1,438 (290) 689 (290) 823 (295) 652 (346) 1,021 (493) 5,405

△1,829 △1,020 238 248 336 △99 △338 
(188) 158 (265) 342 (374) 894 (385) 881 (368) 947 (327) 735 (311) 760
(482) 1,987 (403) 1,362 (297) 655 (293) 633 (307) 611 (351) 835 (370) 1,098
(563) 21,377 (549) 21,586 (529) 20,733 (516) 20,364 (500) 19,620 (505) 19,788 (486) 18,056
(97) 651 (87) 573 (66) 339 (40) 172 (34) 125 (27) 109 (68) 283

2,853 2,823 2,873 2,889 2,924 3,036 3,589
1,052 1,834 3,034 2,926 3,156 2,700 △ 1,281

670 668 671 678 675 678 681
943 931 917 908 897 892 881

70.3 59.0 43.2 42.8 43.7 51.0 72.4

71.9 60.3 44.3 43.2 45.5 51.8 54.3

69.1 57.6 45.0 45.6 48.4 53.3 76.3

70.3 58.9 46.1 46.6 49.6 53.6 55.2

95.8 97.7 100.4 100.1 100.5 99.2 90.7

95.7 97.6 100.6 100.6 100.8 99.8 99.3

14.3 14.4 13.9 13.8 13.4 13.2 13.2

26 (B)－(A) 

(Ａ) (B) （A)

う ち 医 業 収 益 1.5
総 費 用 15.1

20 21 22 23 24 25

経 常 費 用 4.1

総 収 益 5.3
（ う ち 他 会 計 繰 入 金 ） 4.7
経 常 収 益 3.6

純　　　損　　　失 429.4
経 常 損 益 △ 241.4

経　　常　　利　　益 3.4

う ち 医 業 費 用 3.3
純 損 益 △ 1,349.4

純　　　利　　　益 △ 21.9

減 価 償 却 額 B 18.2
償 却 前 収 支 A+B △ 147.4
総 事 業 数 0.4

経　　常　　損　　失 31.5
累 積 欠 損 金 △ 8.8
不 良 債 務 159.6

－

総 収 支 比 率 －

経 常 収 支 比 率 －
総 収 益 に 占 め る 他 会 計 繰 入 金

の 割 合

総 病 院 数 △ 1.2

総事業数・病
院 数 に 対 す
る 割 合

純 損 失 を 生 じ た

事 業 数 －
経 常 損 失 を 生 じ た

事 業 数 －
純 損 失 を 生 じ た

病 院 数 －
経 常 損 失 を 生 じ た

病 院 数

項 目
年 度
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一般会計繰出金（地方交付税措置） 

経常損益 ▲ 142,969 ▲ 198,838 ▲ 200,241 ▲ 182,868 ▲ 102,045 23,791 24,759 33,623 ▲ 9,704 ▲ 33,787

経常収支比率 96.7% 95.3% 95.3% 95.7% 97.6% 100.6% 100.6% 100.8% 99.8% 99.3%

公立病院
の経常収
支の推移

※公立病院には、独立行政法人立を含む。 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
▲3.16％ ▲0.82％ ＋0.19％ ＋0.004％ ＋0.10％

（単位：百万円）

医業収入 3,431,704 3,326,190 3,331,643 3,295,285 3,360,625 3,518,409 3,566,918 3,638,809 3,678,260 3,734,662

対前年度伸率 － ▲ 3.07% + 0.16% ▲ 1.09% + 1.98% + 4.70% + 1.38% + 2.02% + 1.08% + 1.53%

医業損益 ▲ 390,998 ▲ 438,715 ▲ 449,656 ▲ 463,194 ▲ 395,290 ▲ 263,144 ▲ 264,896 ▲ 244,498 ▲ 282,542 ▲ 362,703

医業収支比率 90.3% 89.0% 88.8% 88.4% 90.2% 93.6% 93.6% 94.2% 93.4% 91.8%

医業損益
（一般会計繰入金除く） ▲ 492,177 ▲ 559,500 ▲ 574,180 ▲ 595,916 ▲ 550,968 ▲ 435,888 ▲ 444,302 ▲ 427,918 ▲ 467,896 ▲ 552,150

医業収支比率
（一般会計繰入金除く） 87.8% 86.0% 85.7% 85.1% 86.3% 89.3% 89.3% 89.8% 89.1% 87.5%

診療報酬の改定率

公立病院
の医業収
入の推移

公立病院
の医業収
支の推移

診療報酬本体 ▲1.36%

薬価等 ▲ 1.8%

診療報酬本体 ＋

0.38%

診療報酬本体 ＋

1.55%

診療報酬本体 ＋1.38%

薬価等 ▲1.38%

診療報酬本体 ＋0.73%

薬価等 ▲0.58%

※消費税率引上げ対応

分＋1.36％を含む

診療報酬改定と公立病院の損益収支 
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（注） 公立病院は、地方公営企業として運営する病院であり、地方独立行政法人が運営する病院を除く。なお医業収益に対する「減価償却費」及び「委託料」は、指定管理者 
   制度を導入している病院を除いて算出している。 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

病床利用率 
（％） 

73.8 73.6 74.8 74.4 73.9 73.4 72.8 

 （うち一般病床） 
（％） 

75.3 75.0 76.2 76.0 75.3 74.6 74.1 

平均在院日数(一般病床) 
（日） 

20.5 19.9 19.5 19.2 19.5 18.8 18.7 

入院患者数／日 
（人） 

165,358 159,497 154,206 150,003 146,083 143,231 136,917 

外来患者数／日 
（人） 

396,132 384,092 366,883 357,791 349,003 344,578 329,291 

入院診療収入／人・日 
（円） 

37,085 38,306 40,307 41,141 42,573 43,499 43,996 

外来診療収入／人・日 
（円） 

9,942 10,394 10,606 10,886 11,055 11,412 11,739 

医業収益に対する割合 
（％） 

  

  

 医療材料費 24.8 24.3 23.0 23.1 22.7 23.1 22.8 

 薬品費 13.0 12.6 12.2 12.2 12.0 12.1 11.9 

 職員給与費 55.7 55.0 53.5 53.5 53.5 53.2 54.4 

 減価償却費 8.0 7.6 7.3 7.1 7.0 7.2 8.6 

 委託料 9.4 9.7 9.6 9.7 9.7 10.0 10.3 

100床当たり常勤職員数 
（人） 

  

  

 医師 12.9 11.2 11.5 11.9 12.3 12.6 12.9 

 看護部門職員 67.6 61.6 63.6 65.6 67.2 68.4 70.7 

 全職員 109.7 98.2 101.0 103.9 106.5 108.7 112.6 

公立病院の主な経営指標の推移 
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経常損益 

300床以上病院 
（H26：250病院） 

100床以上300床未満病院 
（H26：282病院） 

100床未満病院 
（H26：240病院） 

経常利益 

経常損失 経常損失 経常損失 

経常収支比率 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

96.1  97.8  101.0  101.2  101.5  100.4 99.7 

他会計繰入金比率 

経常利益 経常利益 

※独法・建設中の病院を除く 

（単位：％） 

（単位：％） 

（単位：％） （単位：％） 

（単位：％） （単位：％） 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

12.2 12.3 11.6 11.3 11.1 10.9 11.4 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

14.3  14.7 14.6 15.2 16.5 15.9 15.5 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

20.7  22.0 22.7 23.0 24.3 24.5 25.0 

※経常収益に対する他会計繰入金の比率 

規模別の公立病院の経営状況（一般病院） 

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

93.6 95.3 97.6 97.7 97.1 96.5 96.9 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

96.1 98.4 98.8 98.9 98.1 97.9 98.1 
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※出典：地方公営企業決算状況調査 
      地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査 
※指定管理者制度導入病院を除く 

公立病院の病床規模別常勤医師数（100床当たり）の推移 
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  取組みの内容 実施割合 

①  医師、看護師の確保 59.3% 

②  患者サービスの向上 47.0% 

③  未収金の管理強化 45.4% 

④  医療機能に見合った診療報酬の確保 45.0% 

⑤  紹介率、逆紹介率の向上 40.1% 

⑥  職員の経営意識向上のための研修等の実施 39.2% 

⑦  人材確保のための勤務環境の整備 36.4% 

⑧  薬剤、医療材料等の一括購入 30.3% 

⑨  長期契約の導入 29.9% 

⑩  競争入札の導入 29.7% 

⑪  施設・設備整備費等の抑制 24.1% 

⑫  過剰病床の削減等病床規模の見直し 15.3% 

⑬  経営形態の見直し 14.9% 

⑭  給与体系の見直し 13.2% 

⑮  PFI方式、民間委託の活用 13.1% 

⑯  診療科の見直し 13.0% 

⑰  経営感覚に富む人材の登用 9.2% 

⑱  その他未利用財産の活用 6.1% 

⑲  老人保健施設や診療所への転換 3.8% 

⑳  民間病院と比較可能な財務情報の開示 2.9% 

㉑  その他 7.9% 

 これまでの取組により一定の成果が見られるが、依然として半数を超える公立病院が経常収支赤字の状況。 

 公立病院が担っている不採算医療等を提供する役割を確保しつつ、新公立病院改革プランの対象期間中に経

常黒字化（経常収支比率100％以上）を達成するよう要請。 

経常収支が赤字である病院の割合 経営効率化に向けた取組事例 

平成25年度３月末調査（公立病院897病院） 

経営の効率化について 

14 



前公立病院改革プラン前後における医業収支比率改善要因 

医業収支比率の改善が高かった病院の改善要因 

44.7 

70.7 

88.4 

75.1 

44.7 

20.0 

8.9 

18.7 

10.5 9.3 
2.7 6.2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100床未満 100床以上300床未満 300床以上 全体 

収入減・費用減 
収入増・費用減 
収入増・費用増 

平成20年度決算から平成25年度決算において医業収支比率が５％以上改善した病院 
（地方独立行政法人及び指定管理者制度導入病院を除く） 
※小数点未満を四捨五入しているため、必ずしも合計が100％にならない 

 全体として、収入の増を以て医業収支比率を向上させている例が多く、特に規模
の大きい病院では収入増を中心に医業収支比率の向上を果たしている傾向が
強い 15 



 
 公立病院改革ガイドライン（平成19年12月）に掲げた「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」の３つの視点に沿っ

た各公立病院の取組のうち、顕著な成果を上げている事例について、有識者の助言も踏まえ、以下の基準で選定 
 

 経営の効率化の観点から、改革の対象期間（平成20年度～平成25年度）中に、医療の質を確保しつつ経営指標が安定的に向上（経常収支比率及び修正医業収
支比率が概ね10％以上向上かつ病床利用率が70％以上を達成）した病院 

 再編・ネットワーク化又は経営形態の見直し（地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度導入等）を行ったことにより、経営改善
と医療提供体制の確保の両立に成果を挙げた病院 

 

 新公立病院改革プランの策定・実施の参考となるよう、具体的な取組事例及び病院の自己評価を掲載するとともに、有識者による評価
分析を実施 

【参考１】 「経済財政運営と改革の基本方針2015」（抄） 
 （質の高いサービスを効率的に提供する優良事例を2020年度までに全国展開） 
 
  ・また、国公立病院の経営改善等について、優良事例の横展開を行う。 

 「経済財政運営と改革の基本方針2015」（平成27年６月30日閣議決定）を踏まえ、公立病院の経営改善等の優良事例
集を取りまとめ 

 学識経験者及び地方公営企業等経営アドバイザーの協力を得て選定 
 新公立病院改革ガイドライン（平成27年３月）に基づく今後の取組に資するため、公立病院等に広く周知を図るととも

に、総務省ホームページに掲載（平成28年3月末）し、横展開を図る。 

選定基準 

   経 常 収 支 比 率   ：  経常収益（医業収益＋医業外収益）÷経常費用（医業費用＋医業外費用）×100 
   修正医業収支比率  ：  （医業収益－他会計負担金）÷医業費用×100 
   病  床  利  用  率   ：  年延入院患者数÷年延病床数（許可病床ベース）×100 

（注） 

【参考２】 有識者 （敬称略） 
〈学識経験者〉 
・伊関 友伸（城西大学経営学部マネジメント総合学科教授）  ・尾形 裕也（東京大学政策ビジョン研究センター特任教授） 
・島崎 謙治（政策研究大学院大学教授）                                     ・田城 孝雄（放送大学教養学部教授） 
 

〈地方公営企業等アドバイザー〉 
・茨 常則   （日本医療文化化研究会主宰）                     ・冨田 一栄（医業経営コンサルタント 税理士）    
・南條 輝志男 （ （独）和歌山ろうさい病院病院長）                     ・樋口 幸一（公認会計士） 
・吉田 秀一  （都市総合サービス株式会社 常務執行役員）   ・和田 頼知（有限責任監査法人トーマツ代表社員公認会計士） 

公立病院の経営改革事例 

16 



 
 選定基準に基づき、病床規模も考慮して、以下の20病院を選定 

※ 経 は経常収支比率、 医 は修正医業収支比率。H20→H25年度決算値を比較（単位はポイント） 

経営の効率化 
岩手県立宮古病院  
  [344床] （岩手県） 

 

 
経 +6.8  

医 +6.0 

 

さいたま市立病院  
  [567床] （さいたま市） 

 
経 +4.3 

医 +7.3 

伊那中央病院   
  [394床]   （伊那中央行政事   
                    務組合） 

 
経 +5.4 

医 +7.8 

福知山市民病院   
  [354床] （福知山市） 

 
経 +11.1 

医 +13.0 

唐津市民病院きたはた  
  [56床] （唐津市） 

 
経 +27.9 

医 +20.0 

 

沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療センター   
  [434床] （沖縄県） 

 
経 +15.3 

医 +15.0 

経営形態の見直し 
【地方公営企業法の全部適用】 

三浦市立病院 
  [136床] （三浦市） 

富山市民病院 
  [595床] （富山市） 

八尾市立病院 
  [380床] （八尾市） 

町立太良病院  
  [60床] （太良町） 

人事・組織管
理等の権限を
有する管理者
のもとで、経
常収支の継続
的な黒字を達
成 

【地方独立行政法人化】 

堺市立総合医療センター 
  [487床] （堺市立病院機構） 

福岡市民病院 
  [204床] （福岡市立病院機構） 

筑後市立病院 
  [133床] （筑後市立病院） 

くらて病院   
  [222床] （くらて病院） 

自律的、弾力
的な経営のも
とで、医療ス
タッフの機動
的な確保や診
療体制の充実
等により収益
増を実現 

【指定管理者制度導入】 

神石高原町立病院  
  [95床] （神石高原町）          

門司病院  
  [155床] （北九州市） 

民間ノウハウを活用
して効率的な経営を
行うとともに、診療
科の拡充等により医
療の質を確保 

再編・ネットワーク化 
つがる総合病院  
  [438床] （つがる西北五広域連合） 

• 圏域内の公立５病院
を基幹病院とサテラ
イト等に再編し、
ネットワーク化。 

• 全体の医師数が増加
するとともに基幹病
院の診療科が充実。 

 

日本海総合病院  
  [646床]  
  （（地独法）山形県・酒田市病院機構） 

 

• 県立病院と市立病院
を経営統合し、両病
院の機能分担と連携
を推進。 

• 経常収支比率100％
を継続的に達成。 

北播磨総合医療センター 
  [450床] 

  （北播磨総合医療センター企業団） 

• ２つの公立病院が一
部事務組合として経
営統合し、1つの病
院に機能集約。 

• 圏域の中核病院とし
て医師数の増を実現。 

公立世羅中央病院 
  [155床] （世羅中央病院企業団） 

• ２つの公立病院を１
病院１診療所に再編、
機能分担を図る。 

• 医師数の増とともに
収益の増を達成。 

公立病院経営改革事例集 選定病院（20病院） 

17 



 ２．医療提供体制の改革について 
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医療機能の現状と今
後の方向を報告 

都
道
府
県 

 ○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。 
  （法律上は平成３０年３月までであるが、平成２８年半ば頃までの策定が望ましい。） 
    ※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。 
 
 ○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の 
  医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。 
 
 ○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作 
  成。平成２７年３月に発出。 

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進 

（「地域医療構想」の内容） 
      

  １．２０２５年の医療需要と病床の必要量        
   ・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療 
    需要と病床の必要量を推計 
   ・在宅医療等の医療需要を推計 
   ・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計 
              

  ２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策 
   例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 
      在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等 

地域医療構想について 

（機能が 
見えにくい） 

 
 

医療機能 
を自主的に 

選択 
医
療
機
関 

（B病棟） 
急性期機能 

（D病棟） 
慢性期機能 

（C病棟） 
回復期機能 

（A病棟） 
高度急性期機

能 

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」   
 で議論・調整。 19 



     都道府県の地域医療構想の策定の進捗状況 
                             （平成２８年８月３１日現在） 

＜構想策定の予定時期＞ 
○ 都道府県における地域医療構想の策定予定時期は、 
 ・「平成27年度中に策定済み」が12（26%） 
 ・「平成28年度（８月31日まで）に策定済み」が７（15％） 
 ・「平成28年度半ばの策定予定」が1６（34%） 
 ・「平成28年度中の策定予定」が1２（26%）   となっている  

 青森、岩手、栃木、千葉、静岡、滋賀、 
 大阪、奈良、岡山、広島、愛媛、佐賀 

 福島、茨城、新潟、富山、長野、 
 三重、京都、高知、福岡、長崎、
熊本、沖縄 

平成27年度中：12府県（26％） 

 北海道、宮城、秋田、山形、群馬、埼玉、神奈川、石川、愛知、兵庫、 
 鳥取、島根、徳島、香川、宮崎、鹿児島 

平成28年度中：12府県（26％） 

平成28年度半ば：16道県（34％） 

平成28年度（8月31日まで）：７都県（15％） 

 東京、福井、山梨、岐阜、和歌山、 
 山口、大分 

厚生労働省資料 
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○ 地域医療構想の実現に向けて、都道府県は構想区域ごとに、「地域医療構想調整会議」を開催。   
  ※ 「地域医療構想調整会議」には、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、医療保険者、市町村等から幅広く参加。 

     設置区域や参加者の範囲・選定は、地域の事情や議事等に応じて、柔軟に都道府県が設定。 
 

 ・ 病床機能報告制度の報告結果等を基に、現在の医療提供体制と将来の病床の 
  必要量を比較して、どの機能の病床が不足しているか等を検討。 
 ・ 医療機関相互の協議により、機能分化・連携について議論・調整。 
 

○  都道府県は、地域医療介護総合確保基金等を活用し、医療機関による自主的な機能分化・連携を推進。  

病床機能報告 
制度（集計） 

地域医療構想 
（推計） 

比較 

地域医療構想 
調整会議 

協議 

地域医療構想（ビジョン）を実現する仕組み 

○ 自主的な取組だけでは機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事が一定の役割を発揮。 
 

 ① 病院の新規開設・増床への対応 
・ 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。 

 

 ② 既存医療機関による医療機能の転換への対応 
［医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場合］ 
・ 都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができることとし、転換にやむを得ない事情がないと認めるときは、 

    医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関等には命令）することができることとする。 
［「地域医療構想調整会議」の協議が調わず、自主的な取組みだけでは機能分化・連携が進まない場合］ 
・ 都道府県知事は、医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請（公的医療機関等には指示）する 

          ことができることとする。 
 

 ③ 稼働していない病床の削減の要請 
・ 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対して、医療審議会の意見 

         を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることとする。 
     ※ 現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令することができることとなっている。 

２．基金等の活用 

３．都道府県知事の役割の発揮 

１．「地域医療構想調整会議」の開催 
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国 

消費税財源活用 

市
町
村 

市町村計画 
 

（基金事業計画） 
 

都
道
府
県 

都道府県計画 
 

(基金事業計画) 

基金 
 

※国と都道府県の 
負担割合２／３、 １／３  

申
請 

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等） 

交
付 

交付 

地域医療介護総合確保基金 

交付 
提出 

交付 
提出 

申請 

地域医療介護総合確保基金の対象事業 

１  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 
    関する事業(※) 
２  居宅等における医療の提供に関する事業(※) 
３  介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等） 
４  医療従事者の確保に関する事業(※) 
５  介護従事者の確保に関する事業 

 ※ 基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２、４を、 
       平成27年度以降は介護を含めて全ての事業とする。 

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画） 

○ 基金に関する基本的事項 
  ・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備） 
  ・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保  
  ・診療報酬・介護報酬等との役割分担 
 

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項 
   医療介護総合確保区域の設定※1  ／  目標と計画期間（原則１年間）  ／  
   事業の内容、費用の額等  ／  事業の評価方法※2 

     ※1  都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を 
         踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。 
      ※2  都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施   
         国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用 
 

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成 

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の 
 確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。 
 

○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）  を創設し、各都道府県に設置。 
 各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。 

平成28年度予算：公費で1,628億円 
（医療分 904億円、介護分 724億円） 
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 ３．新公立病院改革ガイドラインの概要について 
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１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携） 
 
 ○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・病床 

  の必要量※と目指すべき医療提供体制等を内容とす 

  る地域医療構想を策定(H27年度～) 

 

 

 

 

 

２ 実現するための方策 

  ○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催 

 ○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等） 

 ○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置 

 

 医療介護総合確保推進法（H27年4月施行） 

 に基づく取組（厚生労働省） 

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕 

70.3%  

53.6%  

29.7%  

46.4 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度 

25年度 

≪経営の効率化≫ ≪再編・ネットワーク化≫ 
 
 ・統合・再編等に取り組んでいる病院数 
                １６２病院  
 
 ・再編等の結果、公立病院数は減少 
  H20 : ９４３  ⇒  H25 : ８９２ （△ ５１病院） 

 ≪経営形態の見直し≫ 
 
  ・地方独立行政法人化(非公務員型)     ６９病院 

 
  ・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) ２１病院 

 
  ・民間譲渡・診療所化              ５０病院 

【赤字】 【黒字】 
（予定含数） 

１ 新公立病院改革プランの策定を要請 
 （１) 策定時期：地域医療構想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中 

 （２）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記 
 

 

 

 

２ 都道府県の役割・責任を強化 

 ○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等 

３ 地方財政措置の見直し 
 （１）再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～） 
           通常の整備             ・・・・・ 25%地方交付税措置 
      再編・ネットワーク化に伴う整備  ・・・・・ 40%地方交付税措置 

 （２）特別交付税措置の重点化（H28年度～） 
  ○措置率（8割）の導入、都道府県の役割・責任の強化、財政力に応じた算定 
  ○公的病院等への措置も公立病院に準じて継続 

 新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進 

 「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年3月）に基づき新公立病院改革プランの策定を要請。 
 医療提供体制の改革と連携して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進。 

・経常収支比率等の数値目標を設定 

 ・地方独立行政法人化等を推進 

経営の効率化 

経営形態の見直し 

 公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果 

連携 

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化 
 

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進 

地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

再編・ネットワーク化 

医療提供体制の改革と連携した更なる公立病院改革の推進 
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① 地方公共団体に対する新公立病院改革プラン策定の要請 

ⅰ）  策 定 時 期 平成27年度又は平成28年度（地域医療構想の策定状況を踏まえつつ、できる限り早期に策定） 

ⅱ） プランの期間 策定年度～平成32年度を標準 

ⅲ） プランの内容 以下の４項目を内容とする 

 ・ 将来の機能別の医療需要・必要病床数が示される地域 
  医療構想と整合性のとれた形での当該公立病院の具体的 
  な将来像を明確化  
 ・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を 
  明確化  等 

 ・ 病院間で機能の重複・競合が見られる病院、病床利用率   
   が低水準の病院等、再編・ネットワーク化を引き続き推進 
  （公的・民間病院との再編等を含む）   等 

② 都道府県の役割の強化 
・ 都道府県は、医療介護総合確保推進法に基づき、地域医療提供体制の確保について、これまで以上の責任を 
 有することから、地域医療構想の実現に向けた取組とも連携しつつ、再編・ネットワーク化等に積極的に参画  
・ 管内の公立病院施設の新設・建替等に当たっての都道府県のチェック機能を強化 

※ プラン策定後、医療介護総合確保推進法に基づく協議の場の合意事項と齟齬が生じた場合は、速やかにプランを修正 

主な項目 

  地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 ・ 公立病院が担う役割を確保しつつ、黒字化を目指して、 
  経常収支比率等の数値目標を設定し、経営を効率化  
 ・ 医師等の人材確保・育成、経営人材の登用等に留意しつつ、 
  経費削減・収入増加等の具体的な取組を明記   等 

再編・ネットワーク化 
 ・ 民間的経営手法導入等の観点から、地方独立行政法人化、 
  指定管理者制度導入、地方公営企業法の全部適用、民間譲渡等 
  経営形態の見直しを引き続き推進  等 

経営形態の見直し 

新 経営の効率化 

公立病院改革の目指すもの 

○ 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制を確保  
○ その中で、公立病院が安定的に不採算医療や高度・先進医療などの重要な役割を担っていくことができるようにする 

     新公立病院改革ガイドライン（平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知） 
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基幹病院・サテライト型（青森県西北五医療圏の例） 

再編前 
つがる市成人病 
センター（92床） 

公立金木病院
（176床） 

鰺ヶ沢町立中央
病院（140床） 

再編後 

統合型（兵庫県三木市・小野市の例） 

再編前 

小野市民病院
（220床） 

三木市民病院
（323床） 

再編後 

北播磨総合医療センター 
（450床） 

＜再編による主な効果＞ 
 

・ 広域連合内の医師数が増加 
 （51名→61名）するとともに、 
 中核病院の診療科が充実。 
 （16診療科→21診療科） 
 
・ 関係医療機関において患者 
  情報を共有し、切れ目ない 
  医療提供を実現。 

＜再編による主な効果＞ 
 

・ 医師数が増加（60名→80名）し、 
 診療科が充実。 
 （21診療科→33診療科） 
 
・ 休止・縮小していた分娩や 
  小児救急を開始・拡充する 
 など、必要とされる地域医療 
  を確保。 

つがる総合病院 
（438床） 

鶴田町立中央 
病院（130床） 

（つがる西北五広域連合） 
つがる市民診療所

（無床） 

（北播磨総合医療センター企業団） 

かなぎ病院 
（100床） 

鶴田診療所 
（無床） 

五所川原市立西北
中央病院（416床） 

鰺ヶ沢病院 
（100床） 

 地域全体で必要な医療サービスを提供できるよう、医師派遣機能等を有する基幹病院と日常的な医療を提供する病

院・診療所に再編し、これらをネットワーク化するなど、公立病院はじめ医療機関相互の機能分担と連携を推進。 

再編・ネットワーク化（自治体病院間） 
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県・市統合型（日本海総合病院の例） 

統合前 

酒田市酒田病院
（400床） 

山形県立日本
海総合病院 

（528床） 

統合後（H20.4～） 

官・民統合型（兵庫県加古川市市民病院（仮称）の例） 

統合前 

神鋼加古川病院 
（株式会社立） 

（198床） 

加古川市立
加古川市民
病院（411床） 

＜統合による主な効果＞ 
 

〈日本海総合病院〉 
 酒田医療センターから診療科を移
行して、急性期病院として集約を図
り、手術件数の増加、平均在日数の
短縮を実現。 
 
〈酒田医療センター〉 
  療養病床への移行（７科→２科）、
回復期リハビリテーション機能の強
化により、回復期・慢性期に対応 
 
・  ２病院間の役割分担と、人員配置
の弾力化により、医師数の増加（87
名→94名）等を実現。 

＜統合による主な効果＞ 
 

・ 民間手法を取り入れた価格交渉、
両病院の診療材料の統一等により、
コストの削減を実現。 
 
・ 実質的に1病院に見立てた運営を
スタート。両病院間の人事異動を臨
機に実施し、業務運営の一体化を促
進。 
 
・ 平成28年度に完全統合予定。 

日本海総合病院 
（648床） 

日本海総合病院
酒田医療センター 

（114床） 

（地方独立行政法人加古川市民病院機構） 

加古川西 
市民病院 

（405床） 

加古川東 
市民病院 

（198床） 

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院構） 

（急性期） （回復期、慢性期） 
役割分担 

統合後（H23.4～） 

平成28年度に2病
院を統合した新
病院を開院予定 

再編・ネットワーク化（他自治体・民間との統合例） 
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 民間的経営手法により効率的な経営を確保しつつ、公立病院としての役割を果たすため、地方独立行政法人化

や指定管理者制度（公設民営）導入など経営形態の見直しを推進。 

前ガイドライン期間（H21年度～H25

年度）に見直しを実施した病院数 
H26年度以降に見直しを実施した

病院数 合 計 

地方独立行政法人化  ５３ １３ ６６ 

指定管理者制度導入 １６ １ １７ 

地方公営企業法の全部適用 １１４ ９ １２３ 

民間譲渡 １４ １ １５ 

診療所化等 ３０ ３ ３３ 

合   計 ２２７ ２７ ２５４ 

平均 ＋４．８％ 改善 

【増加】 
37病院 
75.5% 

【減少】 
12病院 
24.5% 

49病院 
(100.0%) 

地方独立行政法人化 指定管理者制度導入 
地方公営企業法の 

全部適用化 

【増加】 
12病院 
80.0% 

【減少】 
3病院 
20.0% 

15病院 
(100.0%) 

平均 ＋１０．０％ 改善 

【増加】 
66病院 
58.9% 

【減少】 
46病院 
41.1% 

112病院 
(100.0%) 

平均 ＋２．１％ 改善 

医業収支比率 医業収支比率 医業収支比率 

２．経営形態の見直しによる経営改善状況（H20年度→H25年度） 

１．経営形態の見直し状況 

８０ 

７３ 

３５８ 

H26年度末

総数 
（881病院中） 

経営形態の見直し状況 
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経営形態の見直し状況 

３．見直しにより効果があったと回答した病院の割合 

４．経営形態見直し後の経営状況（独法化・指定管理・全部適用） 

見直し後の経営形態
（　）は回答数

経営の自主性に効果あり 経営の効率化に効果あり

地方独立行政法人　（48） 100.0% 87.5%

指定管理者制度　（15） - 73.3%

地方公営企業法の全部適用　（100） 76.0% 68.0%

※ 公立病院改革プランのH24年度実績調査（H25年４月実施）における回答。指定管理者制度は、経営を指定管理者に委ねるものであることから、集計から除外している。 

 
※ 経常収支比率は、各年度末時点の加重平均である。 
※ 指定管理の経常収支比率は、地方公共団体の病院事業会計と指定管理者の決算を合算したものである。 
※ （  ）は病院数（建設中を除く）である。  
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 ４．経済・財政一体改革の推進について 
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地方交付税等総額（当初）の推移（H１2～H28） 

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

　 （２１．４兆円） （２０．３兆円） （１９．５兆円） （１８．１兆円） （１６．９兆円） （１６．９兆円） （１５．９兆円） （１５．２兆円） （１５．４兆円） （１５．８兆円） （１６．９兆円） （１７．４兆円） （１７．５兆円） （１７．1兆円） （１６．９兆円） （１６．８兆円） （１６．７兆円）

<＋２．６％> <△５．０％> <△４．０％> <△７．５％> <△６．５％> <＋０．１％> <△５．９％> <△４．４％> <＋１．３％> <＋２．７％> <＋６．８％> <＋２．８％> <＋０．５％> <△２．２％> <△１．０％> <△０．８％> <△０．３％>
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地方交付税と臨時財政対策債 （２１．８兆円） （２２．８兆円） （２３．９兆円） （２１．１兆円） （２0．１兆円） （１８．８兆円） （１７．８兆円） （１８．２兆円） （２１．０兆円） （２４．６兆円） （２３．５兆円） （２３．６兆円） （２３．３兆円） （２２．５兆円） （２１．３兆円） （２０．５兆円）
の合算額 <＋１．８％> <＋４．５％> <＋５．１％> <△１２．０％> <△４．５％> <△６．５％> <△５．２％> <＋２．３％> <＋１５．０％> <＋１７．３％> <△４．３％> <+０．２％> <△１．３％> <△３．４％> <△５．３％> <△３．７％>

　　※表示未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。
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別枠加算 0.2兆円

4.5兆円

機構準備金の活用 0.3兆円

その他
1.0兆円

一般会計
特例加算

（1/2）1.5兆円

（1/2）1.5兆円

交付税
総額

1

1

1

1

1

1 1

（1/4）1.4兆円

覚書加算 0.5兆円

1.4兆円

3.2兆円

「1兆円」の加算
1.0兆円

（3/8）3.1兆円

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

2.6兆円

2.8兆円
（1/2）5.4兆円

5.1兆円

（1/2）3.8兆円 （1/2）3.8兆円

一般会計
特例加算等
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法定率分

14.5兆円

2.6兆円

2.8兆円

1
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1 1

1

（1/2）3.9兆円

（1/2）2.2兆円

1.1兆円

（1/2）0.7兆円

2.2兆円

4.2兆円

3.2兆円
2.9兆円

（1/2）5.5兆円

別枠加算
1.3兆円

その他
1.8兆円

法定率分

10.5兆円

一般会計
特例加算

（1/2）3.8兆円

別枠加算
1.1兆円

機構準備金の活用

0.35兆円

その他
1.5兆円

法定率分

10.7兆円
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臨時財政対策債
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※　<　>書きは対前年伸率

1

機構準備金の活用 0.2兆円

法定率分

13.8兆円

法定率分

15.0兆円

その他
1.3兆円

（1/2）0.3兆円

（1/2）0.3兆円

3.5兆円

0.1兆円

0.3兆円
0.3兆円
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※ 地方財政計画ベース 
※ 三位一体改革において、平成１８年度に、国税から地方税へ約３兆円の税源移譲が行われた 
※ （ ）書きの数値は、水準超経費除きの交付団体ベース 
※ 平成２４年度以降の地方税・地方譲与税等は、復旧・復興事業及び全国防災事業の一般財源充当分を含んだ額 

（兆円） 

（年度） 

34.6 35.4 37.2 39.9 41.4 41.6 
38.1 34.8 36.0 36.0 36.5 37.9 40.3 41.2 

18.1 16.9 
16.9 

15.9 15.2 15.4 
15.8 

16.9 17.4 17.5 17.1 16.9 
16.8 16.7 

5.9 4.2 3.2 2.9 2.6 2.8 
5.1 7.7 6.2 6.1 6.2 5.6 

4.5 3.8 
58.5 56.5 57.4 58.7 59.2 59.9 59.1 59.4 59.5 59.6 59.8 60.4 61.6 61.7 
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地方税・地方譲与税等 地方交付税 臨時財政対策債 

（56.3） （56.9） （58.8） （58.8） （59.0） （59.4） （60.2） 
（57.4） （57.8） （57.2） （59.0） 

（55.8） （58.0） 

地方一般財源総額 

（60.2） 

32 



平成２７年６月３０日閣議決定 

第３章  「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」 

３．目標とその達成シナリオ、改革工程 

（１）集中改革期間と中間評価 

 計画の中間時点(2018年度)において、目標に向けた進捗状況を評価する。集中改革期間における改革努力のメルクマー

ルとして、2018年度（平成30年度）のＰＢ赤字の対ＧＤＰ比▲１％程度を目安とする。国の一般歳出については、安倍内閣

のこれまでの取組を基調として、社会保障の高齢化による増加分を除き、人口減少や賃金・物価動向等を踏まえつつ、増

加を前提とせず歳出改革に取り組む。社会保障関係費については、高齢化要因も考慮し、安倍内閣におけるこれまでの増

加ペースを踏まえつつ、消費税率引上げに伴う充実を図る。ただし、各年度の歳出については、一律でなく柔軟に対応す

る。地方においても、国の取組と基調を合わせ取り組む。 

 これらの目安(*) に照らし、歳出改革、歳入改革それぞれの進捗状況、ＫＰＩの達成度等を評価し、必要な場合は、デフレ

脱却・経済再生を堅持する中で、歳出、歳入の追加措置等を検討し、2020年度（平成32年度）の財政健全化目標を実現す

る。 

 

【欄外注釈】 

* 国の一般歳出の水準の目安については、安倍内閣のこれまでの３年間の取組では一般歳出の総額の実質的な増加が

1.6兆円程度となっていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度（平成30年度）まで継続させていくこととす

る。地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営

に必要となる一般財源の総額について、2018年度（平成30年度）までにおいて、2015年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう実質的に同水準を確保する。 

経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の方針）① 
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平成２７年６月３０日閣議決定 

第３章  「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」 

（地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組み） 

 頑張る地方を支援できるよう、地域の活性化、歳出改革・効率化及び歳入改革などの行財政改革、人口減少対策等の取組の成
果を一層反映させる観点から計画期間中のできるだけ早期に地方交付税をはじめとした地方財政制度の改革を行う。 

（トップランナー方式等を活用し、個人、企業、自治体等の意識と行動の変化を促進） 

 自治体については、自治体間での行政コスト比較を通じて行政効率を見える化し、自治体の行財政改革を促すとともに、例えば歳
出効率化に向けた取組で他団体のモデルとなるようなものにより、先進的な自治体が達成した経費水準の内容を、計画期間内に
地方交付税の単位費用の積算に反映し（トップランナー方式）、自治体全体の取組を加速する。集中改革期間において、早急に制
度の詳細を具体化し、導入時期を明確に示すとともに自治体に準備を促す。 

 分野横断的な取組を進めるとともに、地域の活性化と頑張る地方を支援する仕組みの充実、国と地方で基調を合わせた歳出改
革・効率化、地方自治体の経営資源の有効活用を進める。その際、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安全を確保
することを前提として、上記の観点から地方交付税制度の改革に取り組む。 

（地方行財政改革の基本的な考え方等） 

 地方財政をめぐる厳しい状況を踏まえ、公営企業については、計画期間内に廃止・民営化や広域的な連携等も含めた抜本的な改
革の検討を更に進め、経営戦略の策定等を通じ、経営基盤強化と財政マネジメントの向上を図る。また、第三セクターについても、
「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」を踏まえた取組を推進するとともに、優良事例の全国展開を図る。 

（国と地方を通じた歳出効率化・地方自治体の経営資源の有効活用） 

 2018年度（平成30年度）までの集中改革期間に、自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等（公共施設等総合管理
計画の策定、地方公会計の整備、公営企業会計の適用拡大、地方交付税の各自治体への配分の考え方・内訳の詳細・経年変化
など）の「見える化」を徹底して進め、誰もが活用できる形での情報開示を確実に実現する。 

経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の方針）② 
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0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020年度の目標 
（黒字化） 

2015年度の目標 
（▲ 3.3%） 

2010年度 2014年度 2015年度(見込) 2020年度(目標) 2020年度(見込) 

プライマリーバランス
（対GDP比） 

▲31.7兆円 
［▲6.6％］ 

▲20.0兆円 
［▲4.1％］ 

▲16.6兆円
［▲3.3％］ 

黒字化 
▲6.5兆円
［▲1.1％］ 

 

国・地方を合わせたプライマリーバランスについて、2015年度までに2010年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比を
半減、2020年度までに黒字化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す。 

財政健全化目標 

（推計値） 

国・地方のプライマリーバランス（対GDP比）の推移 

（「中長期の経済財政に関する試算」（平成28年1月21日内閣府）の「経済再生ケース」） 

（実績値） 

国・地方プライマリーバランスの財政健全化目標 

2018年度の目標 
（▲ 1.0%） 
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公営企業・第三セクタ－関連部分 

多くの自治体が自ら歳出効率化を含む先進的な取組を応用・実施することにより、全国展開を促すため、先進的な取組の具体的な内容

等を明らかにする。あわせて、先進的自治体の経費水準の基準財政需要額算定への反映（いわゆるトップランナー方式）の導入に際し、

その趣旨、経費の算定基準、今後のスケジュールをホームページで公表し、周知を図る。 

窓口業務のアウトソーシングについては、都道府県の協力も得ながら全国展開を進める。これを含めトップランナー方式の残る検討対

象業務について、関係省庁の協力も得て、先進自治体の実態把握や課題の整理などを行い、早期の導入を目指す。 

アウトソーシング等の先進的な取組の具体的な全国展開のための手法及びトップランナー方式のあり方については、平成28年度改正地

方交付税法を踏まえつつ、引き続き検証を行う。 

地方公共団体において今年度中に公共施設等総合管理計画が策定され、今後は個別施設計画の策定に移行するが、その中で集約

化・複合化等が着実に進められることが必要である。公共施設のストック量や、一定の期間を定めて中長期の維持管理・更新の見通し、

住民一人当たりの維持管理に要する経費等を地方公共団体間で比較可能な形で示す「見える化」を着実に推進するとともに、都道府県

においてもその取組を支援する。 

公営企業会計の全面的な「見える化」、公営企業の抜本的な改革（事業廃止、民営化、広域的な連携及び民間活用）

の推進、経営戦略の策定を通じた公営企業の経営基盤強化、第三セクター等の改革を着実に進める。 

（３）地方行財政改革・分野横断的な課題 

② 地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革 

経済財政運営と改革の基本方針2016（抄） 
（平成28年６月２日閣議決定）   

経済・財政一体改革の推進 
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公営企業・第三セクタ－関連部分 

人口減少・少子高齢化の下、公共施設の集約化等、公営企業の運営、業務改革や民間委託など自治体が直面する課題については、自

治体間で地域の実情に応じた広域化・共同化など連携した取組を促す。都道府県には各課題において積極的に事務の広域化・共同化を

促す調整役としての役割が求められる。 

連携中枢都市圏、定住自立圏については、各圏域において、その特性を踏まえ、社会人口増減などの適切な指標の設定を含め成果を

検証する仕組みを今年度中に構築し、結果を明らかにするよう促す。 

広域の地域間連携を伴う地方創生の取組に対しては、地方創生推進交付金で支援する。 

公営企業等の行う各種事業についても地域の実情を踏まえつつ広域化を進める。 

水道事業の広域化に向けて今年度できるだけ早期に都道府県と市町村の検討体制を構築する。下水道事業につい

て、処理場の統廃合や広域的維持管理体制の整備など事業の広域化・共同化に取り組むこととし、今年度においては、

関係省庁が連携して、都道府県構想において広域的維持管理体制の整備等について位置づけるなどの取組を促す。 

窓口業務の適正な民間委託等の推進に当たっては、標準的な業務フローに基づく標準委託仕様書等の検討過程で、小規模自治体に

おける取り組みを支援するため、包括民間委託等の活用についても調査・整理を行い、平成29年度末までに取りまとめる「地方公共サー

ビス小委員会報告書」に盛り込む。また、窓口業務の民間委託等の歳出削減効果を測定する簡便なツールを提供し、自治体による民間

委託等の検討を支援する。 

＊ 

④広域化・共同化などの地方行政分野における改革 

経済財政運営と改革の基本方針2016（抄） 
（平成28年６月２日閣議決定）   
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2014・2015年度 

《主担当府省庁》 

2019 2020 
年度 年度～ 

2016年度 
2017 
年度 

2018 
年度 

経済・財政再生計画 改革工程表 

通常国会 概算要求 
 税制改正要望等 

年末 通常国会 

KPI KPI 

（第一階層）  （第二階層） 

地
方
交
付
税
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
財
政
に
係
る
制
度
の
改
革 

集中改革期間 

＜④公営企業、第三セクター等の経営の改革＞ 

○公営企業の抜本的な改革（事業廃止、民営化、広域的な連携及び民間活用）の検討の推進 

《総務省自治財政局》 

○2014年度 
・各地方自治体に対し、公営 
企業の経営健全化等に取り 
組む前提として、廃止・民営 
化等を含めた経営のあり方 
を検討するよう要請するとと 
もに、引き続き、公営企業と 
して事業を継続する場合は
、「経営戦略」を策定し、その 
策定にあたっては、広域化 
や民間の資金・ノウハウの 
活用等についても検討する 
よう要請（2014年８月） 

 
・病院事業について、新公 
立病院改革ガイドラインを
策定し、各地方自治体に対
し、 新公立病院改革プラン
に基づく再編・ネットワーク
化の推進等に取り組むよう
要請 

（2015年３月） 

・収支赤字事
業数 
【2014年度決算（
1174事業 ） よ り
減少】 

・地方の自 
主的な取組 
を前提とし
つつ、地方
公営企業分
野全体にお
ける改革の
成果を事後
的に検証す
る指標 

（例えば、
収支、繰出
金等） 

抜本的な改革についての優良事例集を作成し
、 横展開を推進 

（以降、定期的に更新し
、 内容の充実を図る） 

個別事業における広域化等の推進 
（連携中枢都市圏構想等における都市間連携の推進、 

各都道府県別の広域化検討体制の構築（水道）、
最適化・広域化・共同化の推進（下水道）、 

新改革プランに基づく再編・ネットワーク化の推進（病院）） 

研究会を立ち上げ、廃止・民営化等の考え方や対 
象・課題・方策、広域連携、改革の成果の検証等 

の方策について検討 

検討結果に 
基づき、左 
記の方策を 
実施 

（優良事例を抽出） 

（課題等を抽出） 

抜本的な改革の取組状況や課題等について、毎年度調査 
結果について、個別団体ごとに公表し、「見える化」を推進 

公営企業の抜本的な改革（事業廃止、民営化、広域的な連携及び民間活用）の検討の推進 
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2014・2015年度 

《主担当府省庁等》 

2019 2020 
年度 年度～ 

2016年度 
2017 
年度 

2018 
年度 

経済・財政再生計画 改革工程表 

通常国会 概算要求 
税制改正要望等 

年末 通常国会 

《総務省自治財政局》 

KPI KPI 

（第一階層）  （第二階層） 

＜④公営企業、第三セクター等の経営の改革＞ 

○経営戦略の策定を通じた公営企業の経営基盤強化 
地
方
交
付
税
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
財
政
に
係
る
制
度
の
改
革 

集中改革期間 

○2014年度 
・各公営企業が、将来にわ 
たって安定的に事業を継続 
していくための中長期的な基 
本計画である「経営戦略」の 
策定を地方自治体に要請 

（2014年８月） 
・病院事業について、新公立 
病院改革ガイドラインを策
定し、各地方自治体に対し
、「地域医療構想」を踏まえ
た新公立病院改革プランを
策定するよう要請（2015年３
月） 

○2015年度 
・「経営戦略ガイドライン」
の策定 
・病院事業について、新公立 
病院改革プランに基づく再 
編・ネットワーク化に取り組 
む地方自治体に対し、交
付税措置を重点化 

・経営戦略
の策定率 

【2020年度ま  
でに100％】 

・新公立病
院改革プラ
ンの策定率 

【2018年度ま  
でに100％】 

・収支赤字
事業数 
【2014年度決 
算 （ 1174事業）
よ り 減 少 】 

・地方の自 
主的な取組 
を前提とし
つつ、地方
公営企業分
野全体にお
ける改革の
成果を事後
的に検証す
る指標 

（例えば、
収支、繰出
金等） 水道事業について、経営戦略を策定し、広域化等 

に取り組む地方自治体に対し、交付税措置を重点 

化 

水道の高料金 
対策及び下水 
道の高資本費 
対策に係る交 
付税措置につ 
いて、経営戦 
略策定を要件 
化 

経営戦略の策定に係る進捗状況を毎年度調査 
調査結果について、個別団体ごとに公表し、取組状況の「見える化」を推進 

経営戦略の策定について、財政支援措置を講じ、集中的に推進 

策定の遅れてい 
る団体・分野の取 
組を促進 

経営戦略の策定を通じた公営企業の経営基盤強化 
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 （参考資料） 
公立病院に対する財政措置について 
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387,022 億円 374,919 億円 3.2 ％

24,322 億円 26,854 億円 ▲ 9.4 ％

1,233 億円 1,189 億円 3.7 ％

167,003 億円 167,548 億円 ▲ 0.3 ％

132,184 億円 130,733 億円 1.1 ％

88,607 億円 95,009 億円 ▲ 6.7 ％

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 37,880 億円 45,250 億円 ▲ 16.3 ％

う ち 財 源 対 策 債 7,900 億円 7,800 億円 1.3 ％

16,247 億円 16,044 億円 1.3 ％

41,643 億円 40,689 億円 2.3 ％

▲ 79 億円 - 億円 -

▲ 589 億円 ▲ 275 億円 114.2 ％

857,593 億円 852,710 億円 0.6 ％

616,792 億円 615,485 億円 0.2 ％

602,292 億円 601,685 億円 0.1 ％

203,274 億円 203,351 億円 0.0 ％

退 職 手 当 以 外 185,807 億円 185,291 億円 0.3 ％

退 職 手 当 17,467 億円 18,060 億円 ▲ 3.3 ％

357,931 億円 350,589 億円 2.1 ％

補 助 190,004 億円 185,490 億円 2.4 ％

単 独 140,374 億円 139,964 億円 0.3 ％

国民健康保険・後期高齢者医療制度
関 係 事 業 費 15,053 億円 15,135 億円 ▲ 0.5 ％

うちまち・ひと・しごと創生事業費 10,000 億円 10,000 億円 0.0 ％

う ち 重 点 課 題 対 応 分 2,500 億円 - 億円 皆増

4,450 億円 8,450 億円 ▲ 47.3 ％

128,051 億円 129,512 億円 ▲ 1.1 ％

12,198 億円 11,601 億円 5.1 ％

112,046 億円 110,010 億円 1.9 ％

直 轄 ・ 補 助 分 57,705 億円 57,252 億円 0.8 ％

単 独 分 54,341 億円 52,758 億円 3.0 ％

う ち 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 5,000 億円 5,000 億円 0.0 ％

う ち 公 共 施 設 等 最 適 化 事 業 費 2,000 億円 1,000 億円 100.0 ％

25,143 億円 25,397 億円 ▲ 1.0 ％

企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分 15,905 億円 16,247 億円 ▲ 2.1 ％

そ の 他 9,238 億円 9,150 億円 1.0 ％

14,500 億円 13,800 億円 5.1 ％

857,593 億円 852,710 億円 0.6 ％

843,093 億円 838,910 億円 0.5 ％

699,137 億円 693,151 億円 0.9 ％

815

公営企業繰出金の主な内訳

億円 7.1 ％上水道 873 億円

区分

繰出金

増減率
平成28年度 平成27年度

項　　　　　目 平成28年度 平成27年度 増減率

歳
　
　
　
　
入

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

地 方 債

（ 水 準 超 経 費 を 除 く ）

地 域 経 済基 盤 強 化 ・ 雇用 等 対 策 費

維 持 補 修 費

一 般 行 政 経 費

給 与 関 係 経 費

復 旧 ・ 復 興 事 業
一 般 財 源 充 当 分

計

（ 水 準 超 経 費 を 除 く ）

全 国 防 災 事 業
一 般 財 源 充 当 分

計

一 般 財 源

歳
　
　
　
　
出

億円 7,263

公 債 費

投 資 的 経 費

公 営 企 業 繰 出 金

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費

地 方 一 般 歳 出

1,455

億円

▲ 3.5

707

％

億円 ▲ 1.9

▲ 6.8 ％

億円 1.0 ％

億円

15,157

％

交通

病院

下水道

その他

合計 25,143 億円 25,397 億円 ▲ 1.0

％

1,404 億円

国 庫 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

雑 収 入

14,872 億円

659 億円

7,335

  病院事業に対する繰出金（平成28年度） 
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１ 普通交付税（平成28年度） 

注１ 「不採算地区病院」のうち、第1種は150床未満で最寄りの一般病院まで１５㎞以上の一般病院、第2種は150床未満で直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5km

以内の人口が3万人未満の一般病院をいう。 

注２ 「周産期医療病床」のうち、第1種は新生児特定集中治療室等、第2種は新生児特定集中治療室等に準ずる室、第3種は新生児特定集中治療室等の後方病室、第4

種は新生児特定集中治療室等に準ずる室の後方病室のそれぞれが有している病床をいう。 

２ 特別交付税（平成27年度） 
区分 単価 

①不採算地区病院（１病床当たり） 
第1種   1,263千円 
第2種     842千円 

②結核病床   1,813千円 
③精神病床   1,265千円 
④リハビリテーション専門病院病床     396千円 

⑤周産期医療病床 

第1種   3,872千円 
第2種   3,098千円 
第3種   2,047千円 
第4種   1,637千円 

⑥小児医療病床   1,068千円 
⑦感染症病床   4,107千円 
⑧小児救急医療提供病院（１病院当たり）  9,571千円 
⑨救命救急センター（１センター当たり） 136,896千円 

  病院事業に係る主な地方交付税措置 

区分 単価 

病床割（１病床当たり） 755千円（H15年度以降に基本設計等に着手した事業：1/2×45％） 

救急告示病院分 1,697千円×救急病床数＋32,900千円 

事業割 

（H13以前に基本設計等に着手した事業：2/3×60％） 

（H14に基本設計等に着手した事業：2/3×45％） 

H15年度以降に基本設計等に着手した事業 
（～H26年度債：1/2×45％） 

H27年度債～：1/2×50％ 
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（１）新公立病院改革プラン策定経費 

  策定経費       ２００万円（H２７年度）  

  点検・評価等経費    ５０万円（H２８年度～H３３年度） 

〔措置内容（見込み）〕 

○ 都道府県（普通交付税措置）  

○ 市町村（特別交付税措置）  

  点検・評価等経費    ５０万円 又は 実際に要した額のいずれか小さい額（H28～H33年度） 

  策定経費       ２００万円 又は 実際に要した額のいずれか小さい額（H27、 H28年度）  

   新公立病院改革ガイドラインを踏まえ策定する新公立病院改革プランの策定及びその後の実施状
況の点検・評価及び公表に要する経費について、地方交付税措置。 

１ 公立病院改革に対する措置 

  新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置① 
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（２）再編・ネットワーク化に伴う施設・設備の整備 

〔特別分の対象〕 
① 対象となる再編・ネットワーク化とは、複数病院の統合又は相互の医療機能の再編を行うものとするが、経営主体の統合（同一の指定管理者を指定することに 
  より経営統合を行う場合を含む。）を伴わない場合には、関係病院等間において以下に掲げるすべての取組が行われることを要件 
       ・機能分担による病床規模又は診療科目の見直し   ・共同購入等による医薬品、診療材料等の効率的調達 
       ・医師の相互派遣による協力体制の構築                   ・医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築 
② ①の再編・ネットワーク化に伴って必要となる以下の施設・設備の整備を対象 
 1) 病院・診療所間のネットワーク形成のために必要となる患者搬送車、遠隔医療機器等の整備に要する経費 
 2) 経営主体の統一に伴い必要となる情報システムの統合等整備に要する経費 
 3) 再編・ネットワーク化に伴う機能分担により基幹病院において新たに整備される高度医療又は救急医療の用に供する医療施設及び医師の研修又は派遣の拠 
   点機能を有する施設並びにこれらの施設に設置される医療機器等の整備に要する経費 
 4) 再編・ネットワーク化に伴う機能分担により基幹病院以外の医療施設において必要となる既存施設の改修及びこれに伴い設置される医療機器等の整備に要 
      する経費 
  5) 統合に伴う新病院の整備に要する経費 
③ 旧ガイドラインを踏まえ策定された公立病院改革プランに基づき実施される事業であって、①及び②に定める要件に合致するものについては、再編・ネットワー 
 ク化計画を総務省に提出することにより、当該財政措置の対象 
   なお、特別分が措置される場合は、従前の一般会計出資債は対象とならないことに留意 

〔期間等〕 

   平成２７年度～平成３２年度 

  新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整
備について、病院事業債（特別分）を措置し、その元利償還金の４０％を普通交付税措置 
【平成26年度まで】 【平成27年度以降】 

30％地方交付税措置 
通常の整備   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25％地方交付税措置  

再編・ネットワーク化に伴う整備・・・ 40％地方交付税措置  

〔普通交付税の算入方法〕 

   平成26年度までの病院事業債に係る元利償還金の一部については、引き続き病床割に算入するが、平成27年度以降の病院事業債に係る元利償還金につ

いては、病床割の算入を廃止し上記措置率による事業割に一本化 

新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置② 
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（３）再編ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う精算等 

    再編・ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立等に際し、承継する不良債務の額を限度
とする一般会計出資債を措置（旧ガイドラインと同様の措置） 

      新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に伴い不要となる
既存施設の除却等経費について、その１／２を特別交付税措置（旧ガイドラインと同様の措置） 

    病院施設の他用途への転用に際しては、経過年数が１０年以上の施設等の財産処分である
場合、従来の元利償還金に対する普通交付税措置を継続（新規） 

    指定管理者制度の導入等に際し必要となる退職手当の支給に要する経費について、必要に応じ
て退職手当債を措置（旧ガイドラインと同様の措置） 

※   再編・ネットワーク化等に伴い、公立病院廃止等を行う場合の財政措置のあり方について、今後の各地方公共団体 
   の取組内容等を踏まえ検討 

（４）許可病床数削減時の普通交付税算定の特例 

  普通交付税の算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更することに伴い、削減許可病床数
を有するものとして算定する既存の措置を平成28年度から見直し、許可病床の削減数に応じた５年
間の加算措置を講じる方式に変更。 

新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置③ 
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（１）施設の新設・建替等を行う場合の地方交付税措置の見直し 

〔対象事業〕 
 原則として、平成２７年度以降に実施設計に着手する病院の新設、建替、増改築事業 

〔手続き等〕 

２ 公立病院改革に関する既存の地方財政措置の見直し 

   公立病院施設の新設・建替等（医療機器整備を含む）に係る病院事業債に関しては、地域の医療提

供体制に大きな役割・責任を持つ都道府県が、同意等に際して収支見通し等について十分検討を行う
とともに、当該公立病院に係る機能・役割分担等の地域医療構想との整合性についても十分に検討を
行い、適当と認められるものに地方交付税措置 

（１） 当該事業の基本設計に着手する段階で、その見込み等を作成し、総務省に（市町村分については、都道府県を通じて）提出。 
 
（２） 都道府県は、当該公立病院の新設・建替等について意見を付し、その際、都道府県は、新設・建替等に係る病院事業債の同意 
  等を適切に行う観点から収支見通し等について十分検討を行うとともに、当該公立病院に係る機能・役割分担等の地域医療構想   
  との整合性について十分に検討を行った上で意見を付す。 
 
（３） (1)及び(2)により提出した地方公共団体は、当該事業が終了するまでの間、各年度の進捗状況等を総務省に報告 
 
（４） 総務省は、地域医療構想との整合性に係る都道府県の意見に基づき適当であるものに係る病院事業債（同意等を得たもの）の 
    元利償還金について地方交付税措置を講じる。なお、上記都道府県の意見に基づき適当と認められないものに係る病院事業債に 
    ついては、原則として、当該病院事業債の同意等の前に、その旨を通知。 

新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置④ 
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（２）病床数に応じた地方交付税算定の見直し 

     公立病院の病床数に応じた地方交付税措置について、算定の基礎となる病床数を許可病床数から
稼働病床数に変更する。 

  普通交付税の病床割、特別交付税の不採算地区病院及びリハビリテーション専門病院の算定に係る一般及び療養病床。 

  医療法の病床機能報告制度において、都道府県に報告した稼働病床数とする。 

   許可病床から稼働病床への移行に伴う措置額の減少又は稼働病床数の減少に伴う措置額の減少については、変動を緩和する措   
 置を講じる（減少分のうち、１年目0.9、２年目0.6、 ３年目0.3を復元し、4年目に置き換え）。 

〔見直しの対象〕 

〔算定に用いる稼働病床数〕 

〔緩和措置〕 

新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置⑤ 
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（３）病院施設の整備費に係る措置 

 不採算地区病院の第２種の要件を以下のとおり見直し 
 〔現行〕 

直近の国勢調査における「人口集中地区」以
外の区域に所在 

 〔改定後〕 

直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５
キロメートル以内の人口が３万人未満のもの※ 

 ※ 直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５キロメートル以内の人口が３万人以上10万人未満のものについて、当該単価を人口10万人で０とな 
   るよう逓減して措置 
 ※ 見直しによる影響額については、経過措置を講じる（影響額のうち、１年目0.9、２年目0.6、３年目0.3を復元し、 4年目に置き換え） 。 

 不採算地区病院、結核、精神、周産期、小児、感染症及びリハビリテーション専門病院並びに
救命救急センター及び小児救急医療提供病院に対する特別交付税措置について、病床数等に
単価を乗じて算定する方式から実際の繰出額に措置率（８割）を乗じたものと比較する方式等に
見直し（平成28年度～） 

 病院事業債に係る普通交付税措置（事業割）の対象となる建築単価を以下のとおり見直し 
 〔適用時期〕 
  平成２６年度の病院事業債に係る措置から 

 〔現行〕 
 ３０万円／㎡以内 

 〔改定後〕 
 ３６万円／㎡以内 

※ 継続事業についても平成２６年度分の病院事業債から適用  

（４）不採算地区病院の第２種要件の見直し 

（５）公立病院に対する特別交付税措置の重点化 

新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置⑥ 

48 



 
不採算地区病院病床数   × 単価 
 
周産期医療病床数 × 単価 
 
小児医療病床数等 × 単価 等 
 
 

総 
務 
省 

特別交付税措置 

 基準額 A 

自治体 公立病院  繰出金 B 

精神・結核・感染症医療に係る措置は、法令上これらの医療の確保主体である都道府県が経費負担を行う場合に一元化 

市町村分について、県分・指定都市分と同様に、財政力に応じた補正を導入 

繰出額を基礎とした算定 

都道府県の役割・責任の強化 

財政力に応じた算定 

              平成28年度～ 財政措置の重点化を図る観点から見直し 

従来の算定式 

不採算地区病院、結核、精神、感染症、周産期、小児、リ
ハビリテーション専門病院、救命救急センター、小児救急 

※指定病院の指定等を受けてこれらの医療を提供している一部事務組合立等の病院については設置市町村に措置（経過措置あり） 

公的病院等への助成に対する措置に
ついても、公立病院に準じて継続 

A    を措置（一般会計からの繰出金     の有無を問わない）  B 

B A 基準額    と      × 措置率（0.8） を比較して低い方の額を措置 → 基準額の範囲内で繰出額の８割（災害並み）を措置  

公立病院に対する特別交付税措置の重点化 
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